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ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額等調整に関するお知らせ 

 

 平成 18 年 4 月 5日に発行いたしましたユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、下記のとおり

転換価額等を調整することになりましたのでお知らせいたします。 

 

１. 転換価額及び下限転換価額の調整 

 （１）転換価額の調整 

銘  柄 調整前転換価額 調整後転換価額 

2011 年満期 A 号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 3,767.1 円 3,765.2 円 

2011 年満期 B 号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 3,767.1 円 3,765.2 円 

2013 年満期 A 号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 3,767.1 円 3,765.2 円 

2013 年満期 B 号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 3,767.1 円 3,765.2 円 

                                     

（２）下限転換価額の調整 

  2011 年満期 A号及び B号ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債並びに 2013 年満期 A号及び B号 

ユーロ円建転換社債型予約権付社債の下限転換価額は 3767.1 円から 3765.2 円に調整されます。 

 

２. 適用日 

平成 21 年 9月 2日以降（転換価額及び下限転換価額ともに） 

 

３． 調整事由 

 平成21年7月31日開催の当社取締役会において決議したストックオプション（新株予約権）の割当て

を本日行ったことに伴い、上記転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、

当該転換価額等を調整するものであります。 

 
  以 上  


